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別紙１ 日本弁護士連合会が公表した意見書抜粋 

 

別紙２ １９５９年６月の討論記録 

    １９６０年１月６日，安保改定時に，ダグラス・マッカーサー駐日アメリカ大

使と藤山愛一郎外務大臣が，イニシャルで署名した，アメリカ海軍艦艇の日本港

寄港に伴い核持ち込みを認める文書の草案。署名がなされた文書の公開は確認さ

れていないが，署名したことについては，アメリカ公文書館の他の公開文書によ

って明らかになっている。 

    ２項Ｃが「米海軍艦艇の日本領海並びに港湾への進入に関する現行の手続きに

影響を与えるものと解釈されない」としているのが，核持ち込みについての合意

に該当する。 

    アメリカ公文書館で公開 

       

別紙３ １９６０年６月２３日付け朝鮮半島有事の際の戦闘作戦行動に関する文書 

    ダグラス・マッカーサー駐日アメリカ大使と藤山愛一郎外務大臣が，イニシャ

ルで署名したもの。 

    フォード大統領図書館で公開 

 

別紙４ １９７１年６月１２日付け軍用地の原状回復補償費の肩代わりに関する文書 

     リチャード・スナイダー駐日米公使と吉野文六アメリカ局長が，イニシャルで

署名したもの。 

     アメリカ公文書館で公開 

     沖縄県公文書館でもアメリカ国立公文書館資料として公開 
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（別紙１）日本弁護士連合会が公表した意見書抜粋 

 

１ 公文書管理法案の修正と情報公開法の改正を求める意見書 ２００９年（平成

２１年）４月２４日 

（要旨） 

  公文書管理法案は，以下の各点において，修正のうえ，制定されるべきである。 

（2） 本法案４条において意見決定過程文書の作成義務を明記するとともに，本

法案５条１項において行政文書ファイルの保存期間を最長３０年としたう

えで，５条４項において保存期間及び保存期間の満了する日を，５年間延長

することができるとして保存延長期間を明示するなど，本法案の政令委任事

項及び規則委任事項（特に５条５項の歴史公文書該当性判断）についての具

体的内容を明らかにし，その内容をできる限り，法律事項として，本法案に

盛り込むべきである。特に，公文書は公共財であり，行政文書フォルダに残

された個人的メモも含め国民の財産であること及び文書の作成・保存・廃

棄・移管・公文書館での保管という文書のライフサイクル全体で公文書管理

を捉えることを明記し，いかなる文書を後世に残すか，若しくはいかなる文

書が行政監視につながるかという観点から作成すべき行政文書等の範囲を

決めるべきことである。 

（6） 特定歴史公文書等の利用請求については，利用拒否事由をさらに限定し，

かつ「時の経過」による利用拒否事由の不該当推定規定を設けることにより

「３０年原則」を採用し，利用しやすい制度にすべきである。 

  情報公開法の改正については，当連合会の２００８年１０月意見書及び２

００９年１月２３日付「情報公開訴訟におけるインカメラ審理の法制化を求

める会長声明」をふまえた法改正がなされるべきである。  

 

 

２ 公文書管理法の早期制定と情報公開法の改正を求める意見書 ２００８年（平

成２０年）１０月２２日 

（要旨） 

(1) 公文書管理法について 

  当連合会の２００８年（平成２０年）６月２０日付公文書管理の在り方に

関する意見書に沿った実効性のある公文書管理法を早期に制定すべきであ

る。 

⑨ 公文書管理制度の適正な運用の確保 
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公文書管理制度の適正な運用を確保する仕組みとして，公文書管理担当

機関の関与や権限を法律上明記すべきである。また，外部監査を含めたチ

ェック体制，専門的人材を育成し活用する制度及び管理職を含めた職員の

意識を啓発し資質を向上させるための研修制度を整備すべきである。な

お，司法公文書については，保存，公開等に携わる専門職員の養成方法，

資格付与，権限，名称等につき，法曹三者と協議すべきである。 

また，恣意的で不適切な文書の廃棄や杜撰な管理による文書の紛失を防

止するために，公用文書等毀棄罪を積極的に運用することを確認するとと

もに，過失による廃棄や紛失についての罰則も法律上規定すべきである。 

(2) 情報公開法について 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「情報公開法」という。）

は制定後１０年を迎えるが，当連合会は，従前から，１９９７年１月３１日

付情報公開法要綱案に対する意見書や２００４年に行われた民主党による

ヒアリングの際に述べた意見等をはじめ再三その問題点を指摘してきたと

ころであり，公文書管理法の制定とともに，情報公開法も改正されるべきで

ある。 

④ 防衛・外交情報と犯罪情報の不開示情報につき，「・・・公共の安全

と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めること

につき相当の理由がある情報」とあるのを，「・・・公共の安全と秩序の

維持に支障を及ぼすおそれがある情報」に改め，行政の恣意的な不開示決

定，存否応答拒否等を防ぐ。 

⑥ 手続の引き伸ばし，遅延を防ぐため，情報開示請求から開示決定まで

の期限を，現行法の「３０日以内」「延長３０日」「特例無期限」から，

「１４日以内」「延長３０日」「特例６０日」に短縮，明確化する。 

(3) 情報公開・個人情報保護審査会の運用を改善するため，建議権能を有す

る独立した第三者機関を設置すべきである。 

また，上記１，２とあわせて，情報公開・個人情報保護審査会設置法を改

正し，文書不存在決定をできる限り減らすために，情報公開・個人情報保護

審査会の立入調査権，公文書作成の勧告権限等を明記すべきである。  

 

 

３ 情報公開法の改正に関する意見書（情報公開法の制度運営に関する検討会報告

に対する意見）２００６年（平成１８年）２月１７日 

（要旨） 
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総務省の情報公開法の制度運営に関する検討会の報告は運用についての「改善

措置」と，裁判管轄の在り方及びインカメラ審理（注：いわゆるインカメラ審理

とは，相手方当事者にその内容を知らせない非公開審理の手続の意味で使われま

す。）を「引き続き検討すべき課題」と摘示するにとどまり，法改正に及ぶこと

には極めて消極的な内容になっている。 

今後，国会において，情報公開法が民主主義社会においてますます機能するよ

う，必要な法改正がなされるべきである。 

 第２ 情報公開法及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律にお

ける不開示処分取消訴訟の審理の実効性を確保するため，裁判所の調査権限

として，ヴォーン・インデックス手続及びインカメラ審理の導入 

第３ 公開請求に対する決定の遅延，不服申立手続の遅延を防ぐために， 

① 法定の決定期限を徒過した場合には，非公開処分がなされたとみなす規

定を新設すべきである。 

② 異議申立から審査会への諮問までの期間を３０日以内に義務づける規

定を新設すべきである。 

③ 情報公開法１１条（著しく大量の文書に対する公開請求がなされた場合

の開示決定等の期限の特例）の「相当の期間」を９０日と規定すべきであ

る。 

 第５ 文書「不存在」処分の濫用を防ぐため，恣意的な判断を許さない文書管理・

廃棄の仕組みの確立が必要である。文書管理に関する法制度の整備を，情報

公開制度の一環と位置付け，早急に進める必要がある。 

第６ 適正な文書管理 － 文書管理法の制定について 

情報公開法２２条において「政令で定めるところにより行政文書の管理に

関する定めを設ける」とされているものを，「法律の定めるところにより」

と改正し，「行政文書の管理に関する法律」を制定すべきである。 

その中心となる内容は，所定の保存期間を超える場合は，すべて非現用文

書として取り扱うこととし，国立公文書館に移管し，行政機関は，同期間を

超えて当該行政文書を利用する場合には写しを利用するというものである。

また，これに伴い，いわゆる「中間書庫」を制度化すると共に，公文書館法

を改正し，非現用文書のみならず，保存年限内の現用文書をも管理，保存で

きるようにすべきである。 

 第７ 非公開事由規定の改正について 

＜１＞情報公開法５条３号，４号について  

情報公開法５条３号，４号の不開示事由の「おそれがあると行政機関の長
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が認めることにつき相当の理由がある情報」とされている規定を「おそれが

あるとき」とするか，少なくとも３号，４号に該当する情報については行政

機関の長の裁量判断を尊重するのにふさわしいものについてのみ限定して

適用されるよう，対象情報を明確に限定できる内容の規定を設けるべきであ

る。 

 

 

４ 情報公開法の改正に関する意見書 ２００４年（平成１６年）１１月１９日 

（要旨） 

第２ 手続遅延を防止するための改正 

公開請求に対する決定の遅延，不服申立手続の遅延を防ぐため， 

法定の決定期限を徒過した場合には，非公開処分がなされたとみなす規

定を新設する。  

異議申立から答申までの期間を３０日以内に義務づける規定を新設す

る。  

情報公開法１１条（著しく大量の文書に対する公開請求がなされた場合

の開示決定等の期限の特例）の「相当の期間」を９０日と規定する。  

第４ 不存在処分の濫用を防止するための改正 

不存在処分の濫用を防ぐため，恣意的な判断を許さない文書管理・廃棄

の仕組みの確立が必要であり，現行情報公開法３７条（新法２２条・２０

０５年４月１日施行）を改正し，文書管理に関する制度の整備を，政令に

委ねるのではなく，情報公開法において義務づける規定を設ける。 

第５ 適正な文書管理を義務づけるための改正 

現行情報公開法３７条（新法２２条・２００５年４月１日施行）において

「政令で定めるところにより行政文書の管理に関する定めを設ける」とされ

ているものを，「法制上の措置を講ずる」と改正し，「行政文書の管理に関

する法律」を制定する。  

同法の内容として，所定の保存期間を超える場合は，すべて非現用文書と

して取り扱うこととし，国立公文書館に移管する。行政機関は，同期間を超

えて当該行政文書を利用する場合は，写しをもって利用する。  

これに伴い，いわゆる「中間書庫」を制度化すると共に，国立公文書館法

を改正し，非現用文書のみならず，保存年限内の現用文書をも管理，保存で

きるようにする。  

第６ 必要な情報が公開されるための改正（非公開事由の改正） 
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(3) 国の安全，公共の安全等情報 

防衛情報についての非公開事由（情報公開法５条３号）は，「公開する

ことにより，防衛の目的を失うことが明らかであるもの」との趣旨に限定

し，同様に，外交情報（同），犯罪捜査等情報（同４号）についても，そ

れぞれ，「公開することにより，当該外交交渉の目的を失うことが明らか

であるもの」，「公開することにより，犯罪捜査の目的を失うことが明ら

かであるもの」との趣旨に限定した規定に改正すべきである。 

現行の「行政機関の長が認めるにつき相当の理由があるとき」との文言

は，行政機関の裁量の幅を不当に広く解釈する原因となっており，削除す

べきである。 

防衛，外交，犯罪捜査等の支障のおそれについては，一定年数の経過後

には，より原則開示の趣旨が徹底されるような制度に法改正をすべきであ

る。 
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